
令和６年２月９日  

 

 

お 知 ら せ 
 

 

「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を解除しました 

 

 本県では、令和５年６月２３日に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令し、県民

の感染予防意識を喚起するため、チラシの配布やホームページ等による啓発を実施する

とともに、保健所による保育園、教育機関等への衛生指導の徹底を行ってまいりました。 

 令和５年１２月は５名、令和６年１月は１名と患者等の発生数が２ヶ月連続して５名

以下となり、今後は例年発生の少ない時期を迎えることから、「腸管出血性大腸菌感染

症注意報」を解除することとしましたのでお知らせします。 

 なお、引き続き、食品の十分な加熱調理、調理前や食事前の手洗いなど、感染予防に

御留意ください。 
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